
新型コロナウイルス流行期間における当院の外来診療について 

 

新型コロナウイルス感染症を心配されて「外来受診し難い」とのご相談を多く頂きます。

厚生労働省はこの度の新型コロナウイルス流行の特別処置として、期間限定ではあります

が、４月１３日から初診を含む患者様のオンライン診療・電話診療を認めました。当院では 

 

①  通常通りの診察と処方 

②  自家用車等の中で待機の上での診察、処方 

お電話でご連絡いただいたのち、自家用車等で来院。再度ご連絡いただいたうえで 

(1)診察室にご案内、若しくは 

(2)車内で待機したままで診療 

③  電話診療と処方 

お電話でご連絡いただいたのち、折り返しの電話で電話診療。処方箋はご希望の調剤薬

局へ FAX 

 

上記の３通りの対応といたしました。 

 

当院では風邪症状や発熱されている方は別の建物で診療しており、また月・火・水・金曜

日の午前中は二人体制で診療することで待ち時間を少なくして患者さん同士の感染を防止

するべく務めております。②、③の対応をご希望の方は必ず事前にお電話（０９３－７７１

－０１５５）をお願いいたします。 
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